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令和８年度第１回京丹後市市民遺産会議 

会 議 録 

 

Ⅰ 開催日時 令和８年５月２９日（金） 午後１時３０分～午後３時００分 

 

Ⅱ 開催場所 京丹後市大宮庁舎２階 食堂 

 

Ⅲ 出席者 味田佳子会長、松原典孝副会長、東哲委員、今村実来委員 

事務局 川村義輝教育次長、 

村田雅之課長、岡林峰夫課長補佐、奥勇介主任、糸井智哉主事 

欠席者 増田庄吾委員 

傍聴人 ０人 

 

Ⅳ 次第 

１ 開会 

２ 議事 

（１）会長及び副会長の選出について 

（２）市民遺産の保存活用について（報告） 

（３）市民遺産の認定審議について【非公開】 

３ その他 

４ 閉会 

 

Ⅴ 議事要旨 

１ 開会 

＜事務局＞ 

定刻となりましたので、ただいまから令和 8年度第 1回京丹後市市民遺産会議を

開会いたします。 

開会にあたりまして、京丹後市教育委員会を代表して松本明彦教育長が御挨拶を

申し上げるところですが、本日、他の公務で欠席をしておりますので、川村義輝教

育次長から御挨拶を申し上げます。 

 

  ＜教育次長＞ 

皆さん、こんにちは。 

今ありました通り、松本教育長が出席させていただくべきところですが、教育長

の会議が京都市内でありますので、失礼ながら私の方で御挨拶させていただきます。 

本日は、今年度第 1回目の市民遺産会議の開催ということで、御多忙の中お集ま

りいただきましてありがとうございます。 
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本年度は御案内のとおり、北丹後地震、丹後震災から 100年目ということで、昨

年あたりから情報共有をさせていただきながら進めてきているわけです。京丹後市

としましても今年度は、教育委員会文化財保存活用課だけでなく市全体として、総

務防災課や消防本部も一緒になって実行委員会の事務局を担いながら、関係団体の

皆様や様々な方に御参画いただいて、100周年事業に取り組んでいくことになってお

ります。第 1回目の会議が来週行われることになっております。 

そして、今申し上げました参画いただく団体の 1つとして、この市民遺産会議の

中からも味田様に御出席いただくことになっておりまして、皆様に御報告させてい

ただきますとともに、この場をお借りして改めてよろしくお願いしたいと思ってお

ります。 

それからまた、市民遺産会議につきましては、今年度で公募開始 3年目に入るこ

とになります。これまで計 6件の認定を行ってきていただき、現在、各団体の皆様

が保存活用を活発に行い、地域活性化につながるよう努力をされておられます。 

今年度末には、そのうちの 5件が初めての状況報告を迎えることとなっており、

市民遺産制度もまた新たな次のステージに進んでいくことになろうかと思っており

ます。 

本日の市民遺産会議では、認定されました市民遺産の保存活用についての報告の

ほか、非公開の場において、認定の可否を決する案件、また継続審議中の案件が複

数ございます。委員の皆様には、市民遺産制度の今後の更なる盛り上がりにつなげ

ていけますよう、忌憚のない御意見をいただきながら進めていきたいと思いますの

で、御協力をお願いいたします。簡単ではございますが、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

＜事務局＞ 

ありがとうございます。 

なお、本日は増田委員より欠席の御連絡をいただいております。 

続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。事前にお送りさせていた

だいている資料を御確認いただきたいのですが、レジュメの下の方にもありますよ

うに、資料 1から 7まで、1部ずつあるか御確認いただけたらと思います。不足など

がございましたら事務局へ教えてください。 

 

２ 議事 

（１）会長及び副会長の選出について 

  ＜事務局＞ 

それでは、お手元の会議次第により進行させていただきます。 

2番の議事（1）会長及び副会長の選出を行います。 

今回、市民遺産会議の委員といたしまして、5名の方全員に継続をいただいてお 

ります。本日は任期更新後の第 1回目の会議となりますので、本来であれば委員の
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皆様全員に委嘱状を直接お渡しするべきところではございますが、今回は机上配布

にて委嘱状を交付させていただいておりますので、御理解のほどよろしくお願いい

たします。なお、任期につきましては、令和 8年 2月 1日より令和 10年 1月 31日

までとしております。 

それでは、資料 1を御覧ください。こちらは京丹後市市民遺産制度の実施要綱で

す。3ページにあります要綱第 13条の規定ですが、第 13条「市民遺産会議に会長及

び副会長を置く」、第 2項に「会長及び副会長は委員の互選により決定する」とあ

ります。 

会長、副会長は委員の互選で決めることとなっておりますが、どのようにさせて

いただいたらよろしいでしょうか。 

 

（委員より事務局一任） 

 

  ＜事務局＞ 

ありがとうございます。 

事務局としては、会長に引き続き NPO法人エコネット丹後事務局長の味田委員、

それから副会長に兵庫県立大学地域資源マネジメント研究科の松原委員を推薦させ

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしければ拍手をお願いいた

します。 

 

（一同拍手） 

 

  ＜事務局＞ 

ここで、味田会長、松原副会長から一言ずつ御挨拶をいただけますでしょうか。 

 

  ＜会長＞ 

ありがとうございます。会長ということでお世話になります。 

この会議が始まると同時に会長としてお世話になりましたが、なかなかまだ分か

りきっていないところもございます。しかし、先ほどの次長の御挨拶にもありまし

たように、ますます地域の未来を光らせることになるように一生懸命やっていきた

いと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

＜副会長＞ 

引き続き、会長をサポートさせていただきたいと思います。こちらの会議で、現

地で本物を見たり、それを支える元気な皆様とコミュニケーションが取れるのをと

ても楽しみにしております。 

皆様と一緒に議論して、ますます京丹後市が光り輝くことができたらと思います

ので、よろしくお願いいたします。 
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＜事務局＞ 

ありがとうございました。 

それでは、引き続き次第に沿って議事を進めさせていただきます。ここ以降の進

行につきましては、会長にお願いしたいと思います。 

 

（２）市民遺産の保存活用について（報告） 

＜会長＞ 

はい。それでは進行させていただきます。 

本日は概ね 15時までを予定していると伺っております。円滑な議事の進行に御協

力をお願いいたします。 

次第に沿いまして、（2）市民遺産の保存活用について、事務局から説明をお願い

いたします。 

 

（事務局より資料説明） 

 

＜会長＞ 

それでは、ただいまの説明について御質問などはございますでしょうか。 

 

＜副会長＞ 

俵野廃寺の看板の内容については、作成は地域でやっておられるのですか。それ

ともこちら（事務局）でされたのでしょうか。 

 

＜事務局＞ 

こちらは古代丹波歴史研究所と俵野区が看板の内容をつくられまして、私ども教

育委員会のほうでその内容をチェックさせていただきました。現地の看板に行きま

すと、設置者の名前の下に、「監修 京丹後市教育委員会」の名前が少し小さいで

すが書いてあります。 

 

＜副会長＞ 

文化財の看板を立てるときに、材質などの統一ルールは京丹後市で決まっている

のですか。 

 

＜事務局＞ 

特には決まっておりません。 

 

＜副会長＞ 

設置者が自由に作っている形でしょうか。 
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＜事務局＞ 

そうですね。やり方としては、山陰海岸ジオパークのように看板のデザインや形

を統一するというのもあるのでしょうけれど、あくまで市民の皆さんのほうで保存

活用されるものなので、こちら側から何か縛りをかけるのも少し違うかなというと

ころもあり、今のところは設置主体の推薦者の皆さんにお任せしているような状況

になります。 

この看板に補助金を使っていただいていることもありますし、市民遺産に関する

ものですので、市民遺産のロゴを看板に入れていただくようにお願いしています。 

 

＜委員＞ 

左の写真を見ますと、かなり看板が高く見えますが、写真のせいでしょうか。 

 

＜事務局＞ 

これは写真の写り方によるものです。通常、高さは確か 140センチから 150セン

チほどで目線がこの看板の中心に合うように作られており、通常の看板と同じくら

いの高さだと思います。写真が低いところから撮っている関係で、少し高く見えて

しまっている部分もあると思います。 

前にある礎石を入れたかったという点と、これを撮っている場所がちょうど階段

になっていまして、礎石に向かって下から上がってくる階段から撮影したためです。 

 

＜会長＞ 

ありがとうございます。先ほど説明がありましたが、推薦者からの状況報告書の

提出は今年度末にされるということですね。それまでにということで取りまとめて

いただいたのですね。 

保存活用についてですが、申請されたときに「このような活動をします」という

ことがあったと思います。それが実際にできているかどうかという点、また、それ

にプラスして取り組まれていることがあるかという点がみれたらいいと思います。 

 

＜事務局＞ 

そうですね。その視点で整理してみようと思います。 

ありがとうございました。 

 

＜会長＞ 

それでは、次の議事に移りますが、この後は非公開となりますので、御案内をよ

ろしくお願いします。 

 

＜事務局＞ 
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はい。次の議事に関しましては、非公開での審議内容となります。本日、傍聴の

方はおられませんので、このまま非公開の審議に移りたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

それでは会長、よろしくお願いいたします。 

 

 

（３）市民遺産の認定審議について【非公開】 

 

 

３ その他 

＜事務局＞ 

それでは、ただいまから会議の公開を再開いたします。会長、引き続きよろしく

お願いします。 

 

＜会長＞ 

では次に、議題 3その他について、事務局から何かございますでしょうか。 

 

＜事務局＞ 

冒頭の次長挨拶にもありましたように、丹後震災から来年 3月 7日で 100年を迎

えます。この市民遺産会議からは会長に出ていただくことの話もありましたけれど

も、来週、実行委員会をさせていただく予定です。 

その中で文化財、総務防災、消防本部それぞれの部署が年間を通じて事業を行っ

ていくものを事業計画として承認いただく予定です。文化財保存活用課としても、

昨年度からしている各小中学校における震災記念展、現在も継続中ですが、3月 7

日まで目いっぱいさせていただく予定です。 

あと震災の復興建築や郷村断層などの遺構を巡るツアーも考えています。それか

ら 3月 7日の日は、節目の日ですので、その行事も原案としては考えているところ

です。 

直接、市民遺産会議の皆様に出てきていただくものではありませんが、情報共有

は今後させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜会長＞ 

ありがとうございました。 

それでは、議事はすべて終わりましたので、事務局に進行をお返しいたします。 

 

４ 閉会 

＜事務局＞ 
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それでは閉会といたします。恐れ入りますが、副会長から御挨拶をいただきたい

と思います。 

 

  ＜副会長＞ 

本日は活発な御議論をありがとうございました。今回はなかなか判断の難しい案

件も出てきてまして、市民遺産の当初の目的に度々立ち返りながら、しっかり地域

の皆さんの元気に繋がるような形で進めていけたらと思います。 

また、審議継続中のものもございますので、引き続き皆様の御議論を是非よろし

くお願いいたします。皆様ありがとうございました。 

 

＜事務局＞ 

ありがとうございました。 

これをもちまして、令和 8年度第 1回京丹後市市民遺産会議を終了いたします。

ありがとうございました。 


